
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第６０号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年２月２８日 ０６時００分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市本島南西方沖（備讃瀬戸北航路内） 

 丸亀市所在の牛島灯標から真方位２６４°１.２５海里付近 

（概位 北緯３４°２１.９′ 東経１３３°４５.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年４月２５日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第十八新
しん

福
ぷく

丸、４９９トン 

１３６４２７、平田海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

機関長、五級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機の２号燃料供給ポンプ用電動機の軸受が焼損 

 事故等の経過  本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、コンテナ約６４３ｔ

を積み、平成２５年２月２７日２３時００分ごろ、阪神港神戸区を出

港し、愛媛県今治市今治港に向かった。 

 本船は、本島南西方沖において、備讃瀬戸北航路に沿って西進中、

２８日０６時００分ごろ、主機の２号燃料供給ポンプが停止したの

で、機関長が１号燃料供給ポンプに切り替えようとしたが、始動でき

なかった。 

本船は、航路外に出て錨泊した後、来援した引船にえい
．．

航されて岡

山県倉敷市水島港に入港し、修理された。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項  ２号燃料供給ポンプ用電動機は、軸受が焼損していた。 

本船には、２号燃料供給ポンプ用電動機の軸受の整備記録が残され

ていなかった。 

１号燃料供給ポンプ用電動機のブレーカーは、切の状態になってい

た。 

機関長は、約１年前に乗船したが、１号燃料供給ポンプ用電動機の

ブレーカーが切の状態になっていたことに気付かずに２号ポンプを常

用していた。 

１号及び２号燃料供給ポンプは、自動運転の設定はなく、個別に始

動するようになっていた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、本島南西方沖において、備讃瀬戸北航路に沿って西進中、

主機の２号燃料供給ポンプが、約１年間、常用されており、同ポンプ

用電動機の軸受が焼損し、かつ、機関長が１号燃料供給ポンプ用電動

機のブレーカーが切の状態になっていたことに気付いていなかったこ

とから、両燃料供給ポンプが運転できなくなり、運航不能となったも

のと考えられる。 

１号燃料供給ポンプ用電動機のブレーカーが切の状態になっていた

経緯については、明らかにすることができなかった。 

原因 

 

 

 本インシデントは、夜間、本船が、本島南西方沖において、備讃瀬

戸北航路に沿って西進中、主機の２号燃料供給ポンプが、約１年間、

常用されており、同ポンプ用電動機の軸受が焼損し、かつ、機関長が

１号燃料供給ポンプ用電動機のブレーカーが切の状態になっていたこ

とに気付いていなかったため、両燃料供給ポンプが運転できなくなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・燃料供給ポンプ用電動機の軸受は、定期検査ごとに交換すること

が望ましい。 

・電動機器の電源状態は、常に確認しておくこと。 

 


